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平成２４年度第３回向日市都市計画審議会議事録

１ 審議会開催の日時及び場所

（１）日 時 平成２４年９月２６日（水）午後３時～午後５時

（２）場 所 向日市役所３階大会議室

２ 会議を構成する委員数及び出席者の数

（１）会議を構成する委員数 １２名

（２）出席委員数 １２名

１号委員 川 﨑 雅 史

〃 稲 本 收 一

〃 西 田 一 雄

〃 藤 本 英 子

２号委員 飛鳥井 佳 子

〃 北 林 重 男

〃 新 矢 宗 弘

〃 長 尾 美矢子

〃 山 田 千枝子

３号委員 斉 藤 修

４号委員 長谷川 勤

〃 岡 山 泰 子

［傍聴者］ ７名

３ 議事

向日市阪急洛西口駅東地区土地区画整理事業に係る都市計画変更について(報告)
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平成２４年度 第３回 向日市都市計画審議会

日時：平成２４年９月２６日

開会 午後３時００分

○事務局 皆さんこんにちは。定刻よりちょっと早いのですが、ただいまから平成

２４年度第３回向日市都市計画審議会を始めさせていただきます。

本日は、大変お忙しい中、お集まりいただきどうもありがとうございます。

それでは、議事にお入りいただきます前に、本日の委員の御出席状況を報告いた

します。

現在、御出席の委員は１２名でございまして、本審議会条例第６条第１項に定める

定足数を満たし、会議が成立しておりますことを報告いたします。

それでは、会長、よろしくお願いいたします。

○会 長 それでは、早速でございますが、審議会運営規則によりまして、この後

の議事の進行につきましては、私の方で議長を務めさせていただきます。どうぞよろ

しくお願いいたします。

本審議会は、原則公開で運営いたします。

本日の報告事項につきましては、向日市情報公開条例第６条各号のいずれかに該当

して非公開とすべき情報は含まれておりません。従いまして、本日の議題につきまし

ては、会議を公開することにさせていただきたいと思います。

また、本会議の会議録は、市ホームページにおいて公開となりますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。

事務局、本日の傍聴者の方はおられますでしょうか。

○事務局 傍聴の方、おられます。

○会 長 本日の審議会の傍聴を許可いたします。これより、傍聴者に入室してい

ただきますので、しばらくお待ち願いたいと思います。

（傍聴者入室）
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○会 長 それでは、ただいまより平成２４年度第３回向日市都市計画審議会を開

催いたします。

最初に、事務局より、本日の議事、資料の確認をお願いいたします。

○事務局 本日の議事は、報告事項が１件ございます。

それでは、資料の確認をさせていただきます。

資料が多く申しわけございませんが、少々お時間をいただきます。

まずは、事前に配付させていただきました資料を御用意願います。

資料２－２、「都市計画原案（向日市）説明会の意見要旨」で、７月１９日に行い

ました説明会時に発言いただきました質問の要旨と市の対応をまとめたものでござい

ます。

次に、Ａ４縦カラーの右肩に「都市計画原案説明資料」とある説明会時に配付いた

しました資料でございます。

なお、資料２－１及び資料２－３につきましては、本日追加記述いたしました最新

資料を配付しております。後で確認いたします本日の配付資料の方をご覧いただきま

すようお願いいたします。

次に、本日配付いたしました資料の確認です。

まず、本日の次第でございます。

次に、資料１は、Ａ４横「向日市阪急洛西口駅東地区個性あるまちづくり計画（提

言書）」でございます。

次に、資料２－１【追加】は、「都市計画原案（向日市）意見書要旨」で、縦覧期

間に提出された意見書の要旨と市の見解をまとめたものでございます。

次に、資料２－３【追加】は、「都市計画原案（向日市）公聴会の公述要旨」で、

８月２８日に行いました公聴会での公述要旨と市の見解をまとめたものです。

そのほか、資料３「用途地域の変更（案）」

資料４「高度地区の変更（案）」
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資料５「準防火地域の変更（案）」

資料６「特別用途地区の変更（案）」

資料７「地区計画の変更（案）」

資料８「地区計画の変更（案）新旧対照表」

以上でございますが、資料の不足はございませんでしょうか。ございましたら、そ

の場でおっしゃっていただきますようお願いいたします。よろしいでしょうか。

それでは、引き続き報告内容の説明を行います。

報告事項であります「向日市阪急洛西口駅東地区土地区画整理事業区域内の都市計

画変更」について。

まず最初に、前回の審議会で資料の提出要望のございました「向日市阪急洛西口駅

東地区個性あるまちづくり計画（提言書）」の内容を担当から御説明いたします。

○事務局 それでは、「向日市阪急洛西口駅東地区個性あるまちづくり計画（提言

書）」の概要について、パワーポイントで説明させていただきます。

まず初めに、これまでの経緯について簡単に説明させていただきます。

本地区は、京都府の都市計画区域の整備・開発及び保全の方針、市の総合計画、都

市計画マスタープランで北部地域の新市街地ゾーンと位置づけられ、本市の北の玄関

口として良好で計画的な市街地の形成を図るため、土地区画整理事業を実施したとこ

ろでございます。

まちづくり提言書２ページをご覧ください。

このため、平成２１年に本地区のまちづくりの方針である「にぎわいとうるおいの

あるむこう緑都心」の実現を目指して、地域住民代表者・行政・土地区画整理組合な

どによって、「向日市阪急洛西口駅東地区まちづくり検討委員会」を設立し、建築等

のルール（地区整備計画素案）や景観に配慮した公共施設計画について議論を行い、

まちづくり提言書としてまとめ上げたところでございます。

それでは、ここから提言書の概要について説明させていただきます。
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説明につきましては、１点目、まちづくりの基本的な考え方、２点目、整備方針、

３点目、地区整備計画の３点について説明させていただきます。

まちづくりの基本的な考え方、４ページをご覧ください。

まちづくりの基本的な考え方でございますが、この地区（向日市阪急洛西口駅東地

区土地区画整理事業地区）は、阪急洛西口駅に隣接し、ＪＲ桂川駅や４車線化となり

ました都市計画道路久世北茶屋線に近接した、交通利便性が非常にすぐれた地区でご

ざいますことから、この利点を生かした整備計画とされております。

続きまして、整備方針でございます。６ページをご覧ください。

区画整理事業の根幹となる道路施設の整備方針でございますが、交通の円滑な処理、

にぎわいとうるおいのある都市景観の創出を図るため、幹線道路（都市計画道路・桂

馬場線）及び補助幹線道路（東西線）の整備に努め、区画道路については、歩車共存

を原則とし、歩行者の安全性・快適性や自動車の通過交通抑制に配慮した計画とされ

ております。

特に幹線道路の都市計画道路・桂馬場線及び補助幹線道路・東西線につきましては、

キリン地区の道路空間と連続した都市景観の創出を図ることとし、道路施設につきま

しても統一化を図り、連続性のある道路景観の形成を目指すこととしております。

また、緑都心の幹線にふさわしい街路樹を配置した緑の景観に配慮し、さらに電線

類を地中に埋設する無電柱化により、ゆとりある町並みの形成を図るものとされてお

ります。

次に、区域内を南北につなぐ南北線は、安心・安全な生活道路を目標とした区画道

路でございます。

区域内の日常的な生活道路として、コミュニティ道路的な整備を行うこととし、日

常生活における安心で安全な道路環境を形成するため、交差点部にイメージハンプな

どを整備し、歩行者に優しい道路づくりに配慮しております。

地区整備計画でございます。１１ページをご覧ください。



－6－

続きまして、地区整備計画の考え方でありますが、ここで示しておりますまちづく

り提言書でまとめました法規制や地区整備計画につきましては、ＡからＥ地区までの

地区の配置や大きさの制限の内容などについて、町並みのイメージや建築基準法など

に基づき議論を交わされ、一覧表のとおりまとめられたものでございます。

各地区の特徴を説明しますと、まずＡ地区でございます。

Ａ地区は、洛西口駅へのアクセスなど、交通利便性とポテンシャルが高く事業の顔

となる地区でありますことから、近隣商業地域とし、建蔽率８０％、容積率３００％、

建築物の高さの制限を６０メートルにし、桂馬場線からの車両の出入りを制限した地

区とされたものでございます。

続きまして、Ｂ地区でございます。

Ｂ地区は、交通利便性やポテンシャルの高さとキリン地区との連続性を生かし、Ａ

地区と同様に近隣商業地域とし、建蔽率８０％、容積率３００％、建築物の高さの制

限を３０メートルにし、桂馬場線及び東西線からの車両の出入りを制限した地区とさ

れたものでございます。

続きまして、Ｃ地区でございます。１６ページをご覧ください。

Ｃ地区は、交通利便性とポテンシャルの高さを生かし、主に中高層住宅の良好な環

境を守る地域として、一定規模の店舗や事務所などが建てられる第２種中高層住居専

用地域とし、建蔽率６０％、容積率３００％、建築物の高さの制限を３０メートルの

地区とされたものでございます。

続きまして、Ｄ地区でございます。１８ページをご覧ください。

Ｄ地区は、周辺の住居環境とゆとりある良好な市街地形成を図るものとし、主に低

層住宅の地域として、第２種低層住居専用地域として、建蔽率６０％、容積率１５

０％、建築物の高さの制限を１２メートルの地区とされたものでございます。

最後に、Ｅ地区でございます。２０ページをご覧ください。

Ｅ地区は、既存の住宅地の状況を勘案し、第１種住居地域とし、建蔽率６０％、容
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積率２００％、建築物の高さの制限を２０メートルの地区とされたものでございます。

なお、参考として、地区別のイメージ図を提言書２３ページから添付しております

ので、ご覧ください。

以上で向日市阪急洛西口駅東地区個性あるまちづくり計画（提言書）の概要につい

ての説明を終わらせていただきます。

○事務局 それでは、向日市阪急洛西口駅東地区に係る都市計画変更の原案に対す

る意見について報告させていただきます。

私は、今回の説明をさせていただきます厳嶋と申します。どうぞよろしくお願いい

たします。

それでは、資料２－１をご覧ください。

平成２４年７月１０日に都市計画原案の公告を行い、縦覧を７月１０日から７月２

４日まで行いました。その間に延べ６０名の方が縦覧され、そのうち意見書を提出さ

れた方が９名おられ、その意見内容を要約いたしますと、１４件の意見内容となり、

そのうち１０件がこの都市計画変更の内容に関する御意見でございました。

いただきました御意見の主な内容は、建物の高さ、容積率、緑、阪急電鉄の高架下

の利用に関するものでございます。

その内容は、Ａ地区が６０メートル、Ｂ地区、Ｃ地区が３０メートルに制限を行う

計画でありますが、高い建物が林立することが予想され、それらが建つことにより、

日が当たらない、ビル風が起こる、西山や北山が見えなくなるので高さをもっと低く

設定してほしい。高い建物や大きい建物が建てられないように、Ａ地区、Ｂ地区、Ｃ

地区の容積率をもっと下げてほしい。緑都心と言っているので、もっと緑をふやす計

画にしてほしい。高架下の利用に際し、敷地が市道第２２５０号線にしか接していな

いので、制限を解除してほしいなどでございました。

次に、資料２－２をご覧ください。

平成２４年７月１９日に行いました住民への説明会時に出されました意見の要旨で
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ございます。

説明会には７６名の方が参加され、７人の方が意見を述べられ、その意見を要約し

ますと１２件となり、そのうち９件がこの都市計画変更の内容に関する御意見でござ

いました。

いただきました御意見の主な内容は、先ほどと同じように、建物の高さ、容積率、

緑に関するものでございました。

次に、資料２－３をご覧ください。

平成２４年８月２８日に行いました公聴会時に出されました公述内容の要旨でござ

います。

公聴会には５人の方から公述をいただきました。

その公述内容を要約しますと１８件となり、そのうち１４件がこの都市計画変更の

内容に関する御意見でございました。

いただきました御意見の主な内容は、建物の高さに関するもの、容積率に関するも

の、用途地域の区域の広さに関するもの、交通問題や既存の商店街に関するものであ

りました。

市民の皆様からいただきました質疑に対する市の見解を述べさせていただきます前

に、前回の都市計画審議会並びに説明会の中でお話させていただきましたが、再度、

建蔽率、容積率について説明させていただきたいと存じます。

前のスクリーンをご覧ください。

それでは、建蔽率と容積率について説明させていただきたいと存じます。

用途地域にはそれぞれ建蔽率と容積率が定められております。このことによりまし

て、建築できる建物の規模を制限しております。

「建蔽率」は、敷地面積に対する建築面積の割合のことでございます。敷地の何％

が使えるのかを示すものでございまして、用途地域ごとに制限が定められております。

「容積率」は、敷地に対してどれだけの延床面積の建物が建てられるかを示すもの
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でございまして、これも用途地域ごとに制限が定められております。

なお、具体的なイメージを持っていただければと存じますので、一つの例といたし

まして、建ペイ率８０％、容積率３００％の土地利用を想定の上、御説明させていた

だきたいと存じます。

まず、左側でございますが、１階部分の床面積に対して、建ペイ率８０％を使い切

って建てたイメージでございます。この場合、階高を３メートルと想定した場合、高

さは約１２メートルまでの建物になります。

また、右側は建ペイ率を１５％に抑えて建てたイメージでございます。この場合、

高さは約６０メートルになります。ご覧のように、同じ土地においても、建ペイ率、

容積率の使い方によっては全く違う建物が建てられることになります。

しかしながら、この容積率が決められていることによりまして、敷地を多く利用し

て建てられる場合は必然的に高さが抑えられることになりますし、逆に高い建物を建

てた場合はご覧のようなペンシル型の建物となり、周りには多くの空地ができること

となります。

以上、簡単ではありますが、建ペイ率、容積率の説明を終わらせていただきます。

先ほど報告させていただきました資料２－１、２－２、２－３の市民の皆様からの

御意見を大きく区分すると、建物の高さ、容積率、緑、高架下の利用に関することの

４点になるかと思われますので、その点について市の見解を述べさせていただきたい

と存じます。

まず、建物高さに関することについてでありますが、向日市阪急洛西口駅東地区土

地区画整理事業区域は、阪急洛西口駅に隣接し、都市計画道路久世北茶屋線に近接し

た交通利便性が非常にすぐれた地区であり、都市的土地利用のポテンシャルが飛躍的

に高まってきたところであります。

この地区を本市の総合計画や都市計画マスタープランで、隣接するキリンビール工

場跡地とあわせて「新市街地ゾーン」として位置づけ、北の玄関口にふさわしいまち
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づくりを誘導しております。

建物の高さの制限については、駅前への利便性と都市環境に必要な空間を考慮し、

周辺の都市計画を踏まえ、高度地区や地区計画で高さを制限したものであります。

また、北側の工業地域内の既存住宅地の住環境に配慮し、住居系の日影規制を定め

る計画としております。

次に、容積率に関することについてでありますが、この地区については、京都府の

都市計画区域の整備・開発及び保全の方針において、「中密度利用を図るべき商業

地・業務地及び住宅地」として位置づけられています。

このことから、Ａ、Ｂ、Ｃ地区については、東向日駅周辺地区と同様に３００％の

指定容積率を設定し、Ｃ地区については、既存住宅地に近接していることから、地区

計画で２５０％に制限したものであります。

また、道路からの建物による圧迫感を和らげるため、建築物の壁面線を後退させる

規定を設けております。

なお、ビル風については、都市計画変更に伴う周辺環境調査を実施しており、調査

の結果、周辺地域に対して風の影響は及ばないと予測されております。

次に、「みどり」に関することについてでありますが、地区計画の方針では、緑豊

かな潤いとゆとりのある住環境の形成を図ることとしており、幹線道路に街路樹を植

樹するほか、公園緑化に努めてまいります。

地区整備計画においては、敷地面積の最低限度、壁面位置、高さ制限、形態・色

彩・その他意匠の制限、道路面への生垣設置などに関する事項を設けます。

また、まちづくり条例においても、敷地の緑化に関する規定があり、緑化推進につ

いて強く指導してまいりたく存じます。

このことから、新たな市街地における「緑」「潤い」「ゆとり」を感じていただけ

るものと考えております。

なお、この地域には、生産緑地として区域面積の約２４％が農地として残ることと



－11－

なっております。

次に、高架下の利用についてでありますが、鉄道の高架下利用が考えられることか

ら地区計画の区域に設定したものです。

なお、鉄道事業の運営上、支障を来すとの御意見をいただき、地区計画の目標に照

らしても、周辺の環境を害するおそれがないものについては適用除外とすることを考

えております。

以上４点についての市の見解を述べさせていただきましたが、市民の皆様からいた

だきました意見に対するそれぞれの見解を、資料２－１【追加】、２－２、２－３

【追加】に書いておりますので、ご覧いただければと存じます。

先ほど報告いたしました、市民の皆様からいただきました多くの御意見を踏まえ、

検討した結果、資料３から８にありますように、都市計画の案を作成したものであり

ます。

変更箇所につきましては、地区計画の地区整備計画であります。

資料８をご覧ください。

新旧対照表であります。左側が原案で右側が案でございます。

文字の下にアンダーラインが引いてある文章が変更した部分で、文字の上に線が引

いてある部分が削除する部分であります。

地区整備計画のＡ地区及びＣ地区の建築物の高さの制限での日影に関する文章をわ

かりやすいように、ある一定時間以上、影を落としてはいけない区域を計画図上に表

現することに変更いたしました。

計画図は、資料７の最後に添付しておりますので、それをご覧ください。

北側の住宅地で、斜めの線にて印のつけている部分が日影を規制する区域でありま

す。

次に、Ａ地区とＢ地区については、阪急鉄道敷の利用に際して、鉄道事業に関する

施設、例えば信号室や電気室、そのほかに駐輪場、売店などの設置が想定されるため、
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地区計画の目標に照らしても周辺の環境を害するおそれがないものについては、地区

整備計画の適用除外とする規定を追加するものであります。

次に、Ｃ地区内で多くの農地が残ることから、これらの農地へ水を供給するための

施設が必要となることが想定されるため、この土地改良施設についても地区整備計画

の適用除外とする規定を追加するものであります。

以上、簡単ですが、これで都市計画原案に対する意見とそれに対する市の見解及び

都市計画案の説明を終わらせていただきます。

○会 長 御説明ありがとうございました。

それでは、事務局の今の御説明につきまして、御意見、御質疑、委員の先生方、お

願いしたいと思います。

○委 員 ちょっと確認させていただきたいんですけども、最初にパワーポイント

で御説明ありました提言書というのと、それから、それぞれ今後の会議の前に先行的

に配付していただきました都市計画原案の説明会のこの資料等、基本的に、Ｃ地区な

んかの用途地域がちょっと変わっているのは、基本的には、今現在、一番新しいとい

いますか、最終的に今進めようとしているのは、この説明会の原案の内容と考えたら

よろしいんですか。

○事務局 そうです、はい。

○委 員 この原案から、先ほどＡ、Ｂ、Ｃ案を比較表として、資料８で説明され

たのは、これは基本的には先行された都市計画原案説明会の資料から変わっていると

いう、そういう理解でよろしいんですか。

○事務局 はい、そのとおりでございます。

○会 長 ちょっと資料が多岐にわたりますので、しばらくお目通しいただきまし

て、御質疑等またお受けしたいと思います。

○委 員 先ほど１時半から現地へ皆さんで参加できる者だけで行ってきたのです

けれど、ちょっと私は残念だったなと、言えばよかったんですけれど、一番要望が高
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いのは、北八ノ坪といってＣ地区の北側ですね。６５軒の家があるんですが、その家

が一番やっばり影響が大きいと。阪急の方、向かいが６０メートルの高さになると、

それから後ろを向けば、Ｃ地区、Ｂ地区と３０メートルということで、オムロンが今

２９メートル、３０メートルというふうに聞いているんですが、また横に京都銀行の

研修センターができるということで、それも３０メートルを超えるということなんで

すけれど、先ほどの説明では、住宅を配慮して、Ｂ地区とかは、既存の住宅への影響

を配慮してやったということだったんですが、北八ノ坪の既存住宅、６５軒について

ですけれど、ここの配慮はどのようにされたのかと。

やはり説明会にいらっしゃった方、私、説明会も公述会も見せていただいたんです

けれど、説明会に７６人の方がいらっしゃって、主に一番心配されていたのは、その

北八ノ坪の町内の方の思いが一番強かったなというふうに思うんです。公述会でも、

北八ノ坪のその６５軒の中のお一人の女性の方が、本当に今までのどかな生活をして

いて、そして、急に横を見れば６０メートル、後ろを見れば３０メートルという谷間

のような息の詰まるようなそういった高さになるのではないかということで、何とか、

自分たちは地権者でないから何の意見も言うこともないけれども、やっぱり同じ住ん

できた、今まで住んできた住民として、自分たちの意見を配慮して欲しいという声が

上がっていて、この高さのことが一番たくさん説明会でも公聴会でも、そして意見に

も載っていたということなんですけれど、今見せていただいたら、ＡとかＣのそれら

の説明会があった上で、このＡ、Ｂ、Ｃ、この３つがわずかこれだけしか解決されて

ないのかなというのが、非常に私はこれでは、ちょっとまずいのではないかと。やっ

ぱり向日市始まって以来の本当に大規模な開発で、向日市のまちがどうなるかにもか

かわってきているというこの区画整理事業、キリン跡地もありますけれど、そういっ

たまちづくりですので、我々都市計画審議委員が本当に審議をして、向日市の中、全

体的に見た均衡のあるまち、そして今までずっと地域で住んでこられた、そういった

方たちのことも見なければならないので、私は下から見たかったなと。北部の北八ノ
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坪の人たちのその目線で、Ｂ地区、Ｃ地区というのが、オムロンのようなものがどん

どん建ったらどういうふうになるのか。また、それの倍、６０メートル程のビルが建

ったらどんなふうになるのかというのを、皆さんイメージをされたと思うんですけれ

ど、上から見るのと下から見るのとはやはり違いますので、その辺が気になるんです

けれど、そのことも聞きたいのと。それから、東向日と法的には一緒だと、容積率、

建ペイ率も。ですが、東向日では、実際には、このような容積率、それから建ペイ率

でやっておられるところはどれだけあるのか。私の知る限りでは、東向日は確かに目

いっぱいですけれど、商店街で低いおうちで、お店もそんなに高くないし、いけてい

ると思うんです。

その点をお聞きしたいのと、それから、一番聞いておきたいのは、この法律が地方

分権によって、用途地域というのは、向日市で決められるという、そういう法律に変

わったと聞いているんですが、この点、間違いないのかということもお聞きします。

○会 長 ありがとうございました。それでは、今の点につきまして、重要な視点

かと思いますが、事務局の方、いかがでしょうか。

○事務局 それでは、１点目の高さの関係でございますけども、確かにこのＡ地区、

Ｃ地区につきましては、駅前の立地条件等を考えた中で、やはりここにふさわしい都

市計画の誘導を図っていくというような観点から、Ａ地区については６０、またＣ地

区については３０というような設定をさせていただいているところでございますけど

も、当然、隣接して住宅地があるということにも十分配慮させてもらった中で、今現

在、北八ノ坪につきましては、工業地域ということで、日影の規制は、いわゆる法的

には規制されておりませんけども、住居系並みの日影規制を行うということで、一定、

住環境の影響が少なくなるように配慮したところでございます。

２点目の東向日地域につきましては、同じ容積率の３００％で指定しております。

確かに東向日、ご覧になったように、そんなに高い建物はございません。一つ、長谷

川マンションが７階建てだったと思うんですけども、７階建てということで２０メー
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トルぐらいの高さの設計になっているかというふうに思っております。

３点目の地方分権で市が決定できるかというような御質疑ですけども、今年の４月

１日から、用途地域に関係につきましては市決定となりました。それ以外については、

高度とか準防火地域とか、地区計画については、これまでから市の決定と。今年の４

月１日からの決定については、用途地域の決定が市におりてきたというような状況で

す。以上です。

○委 員 たくさん質疑してすみません、ちょっとその続きで。

じゃあ東向日と規制は同じですけれども、東向日は２０メートル、向日市の今の住

宅の最高というか、そういう２０メートルのマンションがあるんですけれど、それ以

上はないと。この容積率、建蔽率に当てはまるものはないというふうに考えたらいい

んでしょうかね。

それと日影規制だけは住居系と同じようにされたということなんですけれど、やっ

ぱり高さの圧迫感、高いという圧迫感が非常に本当に日影だけではなくって、そうい

う圧迫感というものも既存の住宅には大きな影響があると思うんです。ましてや、今

まで農地でしたので、こういう説明会でも、ほとんどが高さに対する意見、こんなに

たくさん出てきたということでは、やっぱりポテンシャルの高い阪急洛西口駅の東側

というのは、地権者や組合の方々は、そういうふうなことは確かに考えておられるし、

望んでおられると思うんですけれど、やっばり土地を売られて提供された方の御苦労

もあると思うんですけれど、その方たちと、それから今まで住んでこられた方々とが

本当に一緒に共存していくというか、お互い理解し合えていこうとしたら、やっぱり

その組合の方々ばっかりの、向日市もそれと一緒になってやっていってるんですけれ

ど、やっぱり地域住民の声を聞かなくてはならないのじゃないかなと思うんです。

今、このまちづくりのスライドを見せていただいたんですけれど、このスライドを

つくられたのも、地域住民はひとつもこの検討会のメンバーに入っておられないんで

す。本来いろいろな市の検討会というものは、市民公募とかあったり、そういう方々
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が入ってこそ第三者的なものが考えられるのに、このまちづくり検討会というものは、

向日市と、それから地権者の方と竹中土木ですね、そういう方々がずっと進めてこら

れて、つくられて、平成２２年に向日市に提言を出されていたということだったんで

すけど、その提言も、我々も、また市民の方々も中身は御存じなかったし、やっぱり

それは余りにも情報が今回、情報公開がされてなかったということと、ですから、ま

ちづくり検討会の会議そのものがもう少し向日市の第三者的な地域住民の皆さんや市

民の方々から意見を聞いた中身であれば、こんなにもたくさんのそういう意見といっ

たものが出てくることがなかったのではないかなというふうに思うんです。

ですから、私が何を言いたいかといいますと、やっぱり地域の住民の皆さんの声は、

本当にこんなにたくさんあってもなかなか入らないのかと、ここの折衝なんかは整理

組合とされたというのはないのかと、このことを少し聞かせていただきたいと思いま

す。

○会 長 ありがとうございました。今回の御意見の中でも一番大きなポイントと

いうか、たくさんの方々の御意見がありますし、今、原案づくりのプロセスについて

の御質疑とそれから内容についての御質疑、両方ありました。原案づくりのプロセス

については、今ここで審議というか報告を受けて、また都市計画で審議いたしますの

で、プロセスについては、皆様の御意見を広く伺うというこことで審議をしていくと

いう方向だと思いますが、事務局の方にお答えいただきたいのは、将来どうなるのか

というビジョンを、例えば６０メートル、３０メートル、２０メートル、高層ビルが

林立するのか、２つの建ペイ率でもって説明をされましたですけれども、どういう状

況で、駅の近くの、御返答としては、利便性という問題を言っておられますのと、そ

れから都市環境に必要に空間と、この具体的な想定は何なのか。例えばこの検討案で

いけば、具体的に例えば２４ページのこのＡ地区の中に想定された６０メートルの建

物が入って、シミュレーションだとか、そういうものを想定されているのかとか。こ

れは別に機械的にするということではなくて、ビジョンについてどういうふうなもの
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であるのか。

それから、今の圧迫感という問題がございました。北八ノ坪という問題もございま

すけれども、それ以外に、高い建物が建ったときに、ペンシルビルのようなものが、

不動産業界としては、高い方が、上空の方がビューがいいので、できれば、高い建物

を建てるという方向に動くかもしれませんけれども、そういう場合にどういうふうに

考えられるのか。６０メートルというのは。

それともう一つは、東向日のお話が出たので、他都市との間の関連で、ほかの都市

のこういう沿線開発について、どれぐらいの規模でどれぐらいのものをやられたのか

ということを検討した上でビジョンを立てられたのかどうかとか、そのあたりの将来

ビジョンについて恐らく委員は質疑されていると思いますので、その辺をちょっと御

回答いただければと思います。

○事務局 私の方から、将来のまちのビジョンでございますけれども、やはり先ほ

どの説明でもございましたように、非常に駅に近接しているということで、駅に近接

している利便性をより多くの人に享受していただくと、より多くの人が駅の利便性を

享受するということで、今の容積率等を定めましたが、容積率の３００％につきまし

て、普通の国土交通省が出している都市計画の運用指針なんかで商業地で低く設定す

る場合、これは近隣商業ですけども、商業地域の中で３００％といったら低い部類に

入りますので、近隣商業ですけども、３００％はそう高くない、中密度に利用すると

いうことになっていますが、３００％が商業地域でなされると低密度だと私は思いま

すので、そういうことで、密度的にはそう高くないということが上げられると思いま

す。

それで、私どもそのイメージとして、今の２４ページにもございますように、高い

建物をどんと建てていくというより、先ほども言いましたように、業務、それから生

活利便施設、それから住居というのが併存した地区、駅前というところのポテンシャ

ルの高さ、駅前の利便性を生かしてそういうものをつくっていきたいということで、
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キリンビール工場跡地の区画整理の区域と、それから、ここの今の洛西口駅東地区の

区画整理の区域をあわせて北部ゾーンということで新市街地ゾーンとしては位置づけ

て新たな向日市の玄関口にしていきたいと。

向日市は、今も申し上げているように、３つ駅が阪急ではありまして、それで西向

日なんかは閑静な住宅地の第１種低層住居専用地域が駅前に張りついているというこ

とで、そういう地区がございます。それから、東向日のように、今、近隣商業という

ことで、道路を広げて、向日町駅と東向日駅の間の道路を整備したりして、より活性

化していこうと、新たに中心市街地で活性化させていこうというところと、それと北

部の新たなまちづくりのゾーンということで、やはり３つの顔を持っている地区をつ

くっていきたいと。やはりその中で、新市街地として、阪急の連続立体交差化、道路

事情、ＪＲ、もう一つ、阪急の駅の利便性等を考えれば、今の容積率等については、

私は妥当であると考えます。

それで、その中で、先ほど言いましたようなまちの中で、イメージとしては、この

絵に描いてございますような、今の容積率で高い高い建物を林立させるというより、

私らのイメージとしては、中層ぐらいの建物が余裕を持って建てていくというふうに

考えております。以上でございます。

○事務局 私の方からは、圧迫感との話をさせていただきますけども、建物という

のは、やはりその規模は、容積率でやる建物の規模は変わっていくというふうに思っ

ております。そういった中で、先ほどもスライドの中で説明をさせていただいたよう

に、やはり敷地目一杯に建てられるということは確かに圧迫感が感じられますし、そ

れで高さは高くないというような形になろうかと思いますけども、やっぱり一定の高

さを認めることによって、緑化や空地などが周辺にできて、住環境の対応にも一定優

しいものになるものというふうに考えております。

また、他都市の状況でございますけども、近隣では、皆さん御存じのように、ＪＲ

長岡京で、これは再開発促進区という形でされたところでございますけども、たしか
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建ペイ率が８０で容積率が４００だったと思います。高さについては、最高１００メ

ートルの制限でされていたというふうに思っております。以上です。

○会 長 この件につきましていかがでしょうか。

○委 員 確認のためにお伺いするんですけども、Ａ、Ｂの地区は、近隣商業地域

ということで、建ペイ率８０、容積率３００％が設定されているわけですけども、例

えばＡの場合は高さ規制が６０メートル、それからＢの場合は３０メートル、この高

さ規制については一切変わらないということで理解していいんですね。

○事務局 そうですね、案として。

○委 員 それと、これだけ説明会あるいは公聴会で出ていた意見がほとんどこの

中では取り上げられていない、むしろセレモニーに近いような形に終わってしまうお

それが十分あるわけですね。本来ならば、もっとこんな６０メートルは困るとか、３

０メートル引き下げよと、半分ぐらいにせえというふうな意見も出ている中で、ちょ

っと直したというようなことで、本当にこれで原案の説明会あるいは公聴会を開いた

ことに対して全くセレモニー化に近いと言わざるを得ないんですけども、本当にこれ

で貴重な意見を得たかと言えるのかということを聞きたいんですね。

○会 長 今の件につきましては、先ほどのプロセスの件と同じだと思いますが、

いかがでしょうか。

○事務局 今回、原案から案の提示をさせていただいたのは、そういった中で、住

民説明会、また原案の意見、さらに公聴会の公述というような御意見をいただいてい

るところでございますけども、先ほども市の見解ということで申し上げていたとおり、

やはりこの駅前のポテンシャルの非常に高いこの土地利用については、市としても、

総合計画、また都市計画マスタープランの上位計画で、ここは新市街地ゾーンとして

位置づけて、ここにふさわしい土地利用を図るというような市としても方針で行って

おりますので、御意見としては聞かせていただいた中で、十分個々にそれぞれの建物

が建てられる場合については、こういった意見を反映するように事業主の方にまた要
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請をしてまいりたいというふうに考えております。

○委 員 先ほどのスライド、もう一回映りますかね。今お話を聞いていると、や

っぱりこの容積率と建ペイ率の理解がどうも不十分じゃないか。先ほどから傍聴され

ている方もおられるんだけれども、こうやって決めると、全てそれが全部そのように

いくよというように誤解されている。この絵が出ると、すぐこの絵が現実のものだと

思われてしまうけれども、これは一つのイメージで、市がこういうまちになったらい

いなあという思いはこれで出てきているんじゃないかということが一つですね。

それから、基本的に６０メートルの制限があるというのは、これは逆に通常こうい

う近隣商業とか商業地域には、通常上限を設けない場合が多いんです。上限を設けて

いるということは、逆にそれよりも高くならないように制限しているという点では、

都市計画的には非常に望ましいということなんです。左側の方は、８０％の建ペイ率

を使って３００％の容積率を建てたいというふうに、事業者がお金はいくらであって

もいいから目いっぱい建てたいといって建てられるのが左側の図なんですね。また、

容積率を全部使ってとりあえずできるだけ高いものを建てたいというイメージが右側

なんです。ただ、極端な例が両方出ていまして、これはお金と絡みますが、ここでの

土地利用の価値が、果たしてこれ全体の床面積を覆うだけの基本的な商業力を持って

いるとか購買力を持っている場合はこういうようなことが現実できるんですけれども、

御存じのように、東向日で同じような容積率、建ペイ率になっているにもかかわらず、

結構パチンコ屋さんと駐車場があいているという状況では、やはり残念というか、向

日市のそういう需要とか、あるいは商売や業務という点からすると、まだ十分な魅力

がないから、それだけのものを建てても埋まらないよという判断でああいう状態にな

っているんですね。これは市場の原理によるわけですよ。だから、今回の新しいとこ

ろも、本当に魅力があるんやったら、目いっぱい建てたいというふうに思われるけれ

ども、魅力がなかったら、これの半分ぐらいか、ひょっとしてもっと３分の１ぐらい

になるかもしれないということなんですね。
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それと、これがどこに建つかというのは、例えばＡ地域を一つの土地に考えて、一

つの事業者が全部使った場合に、左にありますけれども、右側の場合でいきますと、

これ当然、影ができますから、先ほど言われましたように、工業地域に住居系の日影

の関係、影をつくらないようにということでの規制を住宅地並みにつくったというこ

とは、事業者側としては、できることは、現在建っています工業地域の家の方に近寄

らないような建て方しかできないんですね。近寄ると、当然、影ができますから、必

要な日照が得られないから、当然それは建築できないということなんですね。だから、

ある程度、幅をおいてやらないといけないというようになりますので、日照権を一つ

の条件としてつくられたということは、住居地域の住環境を守るということと同時に

実際に建てられるこのＡ地域、Ｃ地域における建物の位置関係が、ある意味で現在住

んでおられるところから離れざるを得ないという、そういう条件になってきているん

ですね。

だから、こういうような中で、先ほど言いましたように、私が思うには、３００％

の容積を全て使うようなことは、現在の経済状況の中ではなかなかちょっと考えにく

いかなという具合に思うんですね。だけども、一方では、この土地を買った人、ある

いは現在、この土地区画整理事業で事業をされる側は、皆さん方御存じのように、土

地区画整理事業というのは、基本的には全部自分たちの土地を売って事業をしている

わけですね。つまりここでできている幹線道路以外の区画道路はみんな開発する人が

自分のお金と自分の土地を出して自分でつくっているわけですね。市の方とか国の方

は、この幹線道路については、それなりの管理者負担金とかあるんですけれども、結

果的には全部土地を売って事業の採算を合わさないといけないということになります

から、ある意味で事業をされている方というのは、きちっとした土地が処分できなか

ったら、自分たちが個人的に事業費を払わないといけないという立場になっているわ

けですね。そういう意味からすると、これは現在、既存に住んでいる人もそうですし、

ここに土地を持ってこれから新しいまちづくりをしていこうという方にとっても非常
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にリスクが高いですね。だから、ある意味で、そのリスクが回避できるように、そし

て、この今の都市計画の地区計画の目標が実現するようなやっぱり枠組みをつくって、

こういうような条件であれば、土地利用がもうちょっと自由にできるんじゃないです

か。だから、ある程度自由性を残してあげるということが、基本的にはこういう計画

をしていくときにはかなり重要性があるんですね。ただし、その重要性を何でもかん

でもやれないようにという意味で、この容積率や建ペイ率や、あるいは壁面後退やと

か緑地率だということで今我々が審議しながら考えようとしているわけですね。

だから、そういう意味で、決して、３００％、８０％が過大に近隣商業で設定され

ているわけではないということが一つは御理解していただきたいというのと、結果的

にそこに土地を買った人が事業を起こさないと、実際どんなような絵が出てくるかと

いうのはわからないですね。だから、それを市がこういうことを計画して、自分とこ

ろの指導下で建てるというようなイメージに思われている方が多いかもしれませんけ

ど、実はこの土地を買った人が考える。買って考えた結果、基本的には、これから条

件に満たすように自分たちで計画してから市の方に相談に来るよということになりま

すから、市の方は、相談に来たところで、できるだけこういうような４階建てや５階

建て程度ぐらいの低層あるいは中層ぐらいにおさまるようには指導をしたいというよ

うに思われてこの計画をつくられているだけでも、ある程度ここに重要性が考えると

するならば、このぐらいの容積率、建ペイ率というのが、この用途地域から見ると、

そんなに違和感が私としてはないのではないかなと。だから、皆様方が心配されるの

はわかるんだけれども、今思われているように、過激にそういうようなところに絶対

６０メートルがびたっとなるよとかいうようには、これはなりにくいというように思

うので。

後は、これは私の個人的意見ですけれども、ある意味で、この駅前というところで、

こういう周りが１５％ということは８５％の空間ができるわけですね。場合によって

は緑地になるかもしれません。そういう具合になったときに、この６０メートルをう
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まいことランドマーク的にするんじゃないけれども、魅力あるような商業ビル、ある

いは事務所、あるいは住宅もあり得るかもしれませんけども、そういった複合ビルに

なって人気が集まってくるということになれば、これはこの地域にとっても地区計画

にとっても望ましいことになるのではないか。ただ、むしろそういうような内容のも

のを計画してもらえる土地を買う人にそういうことを期待してもらうように、ある意

味で市民の方がどんどん土地を買った人に話をしにいくとかというようなことも、あ

るいはそういう運動をするということも、誘致するということも必要になるかもしれ

ないな。ただ、一番いいのは、土地を買う人を誰かが誘致してくると。現在、住民の

方がこういう人をぜひこの土地に入ってもらって建ててくださいというようなところ

までしてコーディネートしてもらえるようなことになれば一番いいわけですね。

土地というものは、これから多分売らはると思うので、あるいは現在、土地を持っ

ておられる方もそういうことを基本的には、自分で土地を区画整理事業した後、農地

を宅地に変わりますから、何らかの形で使わないといけない。それを売ったり、ある

いは自分で使ったりしはるときに、こういうような計画をきちっと目的にあわせてで

きるように、むしろ周りの人、そういう運動でやっていくというのがそこに意味があ

るのではないかなというような気がするので。ちょっとその辺のことだけ、誤解がな

いかもしれないんだけれども、もし誤解があるんであったら、そういうような意味合

いなんだということで御理解いただければありがたいなと。その上で議論を進めてい

きたいなと思います。

○委 員 今ののお話は重々わかって質疑していたんです。要は例えばＡ地区の１．

１ヘクタールにそうしたらこの高さ６０メートル、そして容積率で何ぼのマンション

が大体、最高で６０メートルをつくるんだったらどこ、それだけとか、Ｂにしても、

Ｂ地区は２．８ヘクタールありますやん。その２．８ヘクタールで３０メートルの高

さで、容積率、そして建ペイ率、それでは何本建つのかという、それからＣ地区の２．

４ヘクタール、この２．４ヘクタールで３０メートルの高さで何本建って、一番建ペ
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イ率、容積率を大きくするんだったら、それはそういうイメージとか、そのイメージ

がね、それはわかります。高いものを建てるのか、長いものでいくのか、すき間をあ

けるのか、それともがさっと大きくやるのか、そういうやり方というのはわかるんで

すけどね。でも、じゃあ１．１ヘクタールとこの幾つかのＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅと分か

れていますから、そこにまたイメージが私自身わかりません。２．８ヘクタールにど

れだけその容積率で、例えば最高３０メートルのビル、建物を建てた場合は何本建つ

のか、どんなビルが建つのか、そういうイメージではなくって、今、先生が言われた

ように、全てずらっと並んでいるようなこの絵。

○委 員 ６０メートルであれば、敷地の１５％しか。

○委 員 それはよくわかります。だから、２．８ヘクタールだったら、そういう

ものを１本建てるとしたら、３０メートルで、そんなら今のＢ地区にどれぐらいの面

積になるのか、イメージがほしいんです。Ａに、１．１の場合、一番最高のものを建

てるときにどれだけなのかというイメージがないとわからないというのはあります。

それは高さについて、意見は持っていますよ。ただ、イメージとしては、そういうイ

メージもしっかり市民の皆さんがわかる必要があるなあと、地域の住民の皆さんが。

それと長岡京がこういう高さがあると言われましたけどね、長岡京と違うのは、地

域の住民の皆さんがこういう公聴会や説明会やいろんなところで意見をものすごく出

しておられるということですよね。そこはやっぱり自分たちのまちは自分たちで考え

る、それは自治の権利ですから、その辺をやっぱり同じような商業地域だから、ポテ

ンシャルがよかったら、そこが魅力のあるようにする。魅力のある向日市にするとい

うのは、私も意見は一致するところなんですけどね。やっぱり住んでこられた人たち

の住民の皆さんの意見がこんなにたくさん出ているということについては、一定その

日影の関係も考えられたというのはわかります。それは考えざるを得ないぐらい、北

八ノ坪の既存住宅街は、余りにも引っ越そうと思っても、今さら、あそこは開発され

て三十数年間住んでおられるんです。ですから、もう引っ越しするお金もないと。や
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っぱり住みなれたところから、もう皆さん６０代、７０代とかです。そういう方々は

引っ越しできないんです。

向日市のまちづくりで間違っていたなというのは、やっぱり建てよ建てよで、ＪＲ

から阪急東向日のあの周辺をどんどん建ててきたわけでしょう。今はもう住宅が密集

して、本当に火事のときどうしたらいいんやとか、いろんな問題が４０年ほど前にい

ろんな開発がされて問題になって、その年に都市計画審議会やいろんなことが審議を

されたと思うんです。我々もこれからの５年、１０年、１５年、２０年、その先をし

っかり考えて、今なら意見が言えるし、今本当にしっかりとイメージを持って、やっ

ぱり皆さんに自分たちがこういう審議をしてきたよということが言えるようにしたい

と思うから言っているんです。

○会 長 ありがとうございます。御意見いかがでしょうか。今のは非常に本質的

な議論だと思いますし、西田委員の市場原理と、それから事務局の方のある一定のビ

ジョン、誘導とか、土地を実際に開発する人たちに対するこれからの運動なり誘導な

りあわせた形での今回の地区計画である。６０メートルというのは一つの規制である

というような御意見もいただきました。それに対して、今の委員の御意見、ただ、現

実的にこの地区がどういう本数で建つのか。具体的なイメージが、先ほどの２４ペー

ジにこだわるわけではありませんが、どういう感じになるのか、まだ見えてこないと

いう中で、容積率なり高さをどういうふうに妥当なものとして認めるのかというよう

な御意見だと思います。

事務局の方から、今の御意見についてございませんでしょうか。

○事務局 まず、提言書のイメージの方なんですが、提言書に示しているイメージ

については、このとき、話し合いの中で、最大に建つようなイメージ、建てられるよ

うなイメージで書かれております。それで、実際の今、先生からお話ありましたＡ地

区、Ｂ地区なんですが、区画整理というのは、当然、御存じのように、各地権者によ

って違います。ですから、各土地というのは、どこにどういう具合に張りつくか、そ
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の大きさもそれぞれ実はＢ地区でもいろんなものがありますし、大きさも。ですから、

実際の建物、土地、仮換地されている土地に対して、どういう建物が建つかというイ

メージは我々の方でも今それを描いたことはございません。

また、以前にも委員会あたりでお話しておりますが、仮換地の内容について、市の

方が全て把握しているということではございません。というのも、あくまでも個人情

報、個人の財産にかかることですので、その方を我々としては把握、今のところはし

ておりませんので、使用収益が開始されればそれはわかることになろうかと思うんで

すけども、今の時点ではしておりませんので、まだイメージがしにくい状況でありま

す。

○委 員 今、このＡ地区、これは洛西口の駅前であって、向日市の北の玄関口と

いうことで、私は今、向日商工に携わっているものなんですけれども、一応向日市は

商工が衰退しているというような状況で、ますます今後これを活性化していかなあか

んという意味であって、このＡ地区を８０の３００％、６０メートルに抑えたという

ことは、隣の東側のキリンの方は９０メートルなんです。あそこで活性化されていく

のに、これＡ地区で８０の３００の６０メートル、これは絶対向日市の活性化として

は一番妥当な線だと思います。私の意見ですけどね。それはやっぱり向日市の活性化

を考えていかなあかんということで、私はそう思います。

○委 員 特に北八ノ坪の低層住宅のことから考えれば、やはりＡ地区に６０メー

トル、Ｂ地区に３０メートルは、容積率の関係もあり、日影規制というものの圧迫感

を感じないわけがないでしょうね。今、のどかな田園風景を変貌させるわけですから。

そういう意味では困ると言われる意見は十分わかるわけですね。想像してみても、日

影規制をかけても圧迫感は出てくるわけですね。ですから、これを何とかして欲しい

というのが切実な願いの中で言っておられるわけで、容積率を変えたというものの圧

迫感は解消できないということになるわけで、その辺をやっぱりいろいろな説明会、

公聴会あるいは原案説明会の意見の中で切実に訴えられているわけですから、それに
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対して応えるということは大変重要なわけで、原案づくりの中で、もともとその提言

書に近隣住民の方が全く参加されていない、一般市民も参加されていない、いわゆる

開発優先のいうたらプランナー的な形でつくられた、もちろんいろいろな京都府との

関係で規制その他ありますよ。でも、一般市民、また近隣の住民の方々が参加してつ

くられていないということが、原案そのもののある意味では決定的な要素だと思うん

です。そういう意味では、市の考え方はわかりますが、やっぱりもう少し十分な検討

と修正が私は必要だと思うんです。そういう意味では、修正の跡が余り見えないと。

このままでは不安はなかなか解消できないと思わざるを得ないんですよね。

○委 員 私は、先祖代々農家の育ちなんですけども、大阪豊中ですけど、中央環

状線が来て、それで後継もできない今の農業の実態で、私ら３人兄妹ですけども、誰

も継がないということで、それで父が死にまして、大変な相続税がかかって、今、家

屋敷は住宅にかわり、義母が１人、家を建てて住んで、あとは売ったわけですけど、

帰るともうふるさとがなくなっちゃって、どの道を通って家へ帰ろうかなとお墓参り

のときに思ったりするので、寂しいものはあるんですけれども、やはり農業をやりた

くても続けられないという、そういう苦しみというか、大変な思いをされて、今、こ

の農家の方の思いもすごくわかるし。それと東向日のかどやさんの前を、かどやさん

を１７階建てビルにするというすごいきれいな図面も昔見たことがあるんです。あれ

は毎年１，０００万円ぐらい設計図をかけて、１億円ぐらい民秋市長時代にそういう

夢を持ってやっていましたけど、何にも変わらへんかったということで、その調査費

も無駄にしたままなんですけど。あの当時でももう既に時代がたそがれていまして、

今回は何かイオンができたり、映画館、シネマコンプレックスができるとか、すごい

にぎわいとうるおいという話が出ているけども、本当に果たしてそうなるのかなと。

今、中国との関係やら消費税のことやらで経済はどんどん落ち込む中で、今からまち

おこしをして、果たしてあそこで本当に活性化ができるのかと思いますし。きのう本

会議でこういう建築のことにたけている議員が、６０メートル、３０メートル、そん
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な最大のものはできないとはっきりと公言をしている議員もありましたね、討論で。

それで、京都市の議員に聞いても、なかなか自民党の議員さんでもそういうもとのプ

ランのようには、なかなか発展しないだろうという、暗い話ですけど、そういう話を

する人もいるんです。

やはりここは、緑を、前に先生もおっしゃっていましたけども、緑をもっともっと

ふやして安心できる緑都心とすると行政が言っているわけで、そういうふうにしなが

ら、住環境を守りながらも、しかし、商売をされている方々の期待もあるし、北の玄

関口としていいものができるのように、そういうことをやはりあの地域、八ノ坪の方

へ行きますと、すごく過激なビラが出回っていまして、相当大変な大事件が起こるみ

たいな、それ一色ですけども、でも果たしてこのままでいいのかというのはもう無理

なんだから、やはりその中でできるだけ住民の皆さんの御意見を聞いて、今の日影の

問題とか、いろんなことを入れながら、良くしていただきたいということをすごく思

うので、あまりけんか腰みたいな対立するんじゃなくって、農業の方もお商売されて

いる方もそこに長年お住まいの方もみんなが喜んでいただけるような都市計画をここ

で知恵を絞っていただくと。行政の方にも日夜努力していただいておりますけども、

ぜひともいいものに仕上げていただきたいということを切に願っております。

○委 員 委員さんのお話で、確かに６０メートル、抑えたというふうに受けとめ

ておられる方も、説明会でも６０メートルに抑えましたということで市が説明をされ

たんですけども、私は、９０メートルのキリンの跡地は特区なんです。都市再生緊急

整備地域指定がされて、全国に何カ所かそれを設けて、そこ退けその退けお国が通る

じゃないけれど、本当に有無を言わさないキリン跡地のあそこの跡地は、そういう計

画で９０メートルという、とてつもないビルを３本つくろうとかあったんですけども、

それも地域住民の皆さんで請願も議会では通っていますし、ですから、抑えたとか、

阪急洛西口駅の区画整理は特区と全く違う場所なんだと。ただ、イオンが来ると、そ

れを当て込んだ、駅が２つ、キリン駅と言われるような桂川、今日も見せていただき
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ました、エレベータにも乗りましたよね。あのエレベータもキリンさんがつくられた

と。それぐらいにキリンは力を入れて、それは跡地ですし、自分たちのずっと平成１

９年にまち開きをすると言いながら、それ全部遅れていますのでね。そういう意味で、

キリンもお客様の集客なんかも考えながら、向日市のあの周辺の道路がまだまだでき

ておりませんし、お客様が来てもらうのに、駐車場はまだまだ、道路、そこの出入り

口がたくさんできていない問題もありますから、ちょっとそこは頭の切りかえをして

おかないと、抑えたということとはちょっと違うのではと。というのは、説明会が終

わってから怒ってはった人もいはったんです。抑えたってどういうことなんやと、そ

んなん特区と同じようにされたら困るわと。これは向日市がお金も出してね、９億円

近く。それと先ほど委員がおっしゃいましたけども、組合の方、地権者の方だけでや

ってはるんとは違いますねん。もう１０年以上市がやったと、この前も市がしかけた

んやというぐらい、市がそれほど入ってきて、これも全部市がみんな業務委託しなが

ら出された。だから、私たちも言う権利があるし義務もあるというふうに思っている

んです。ですから、ここはキリンさんとは別やということを考えながら、計画の交渉

を低い低層住宅で、コミュニティがあったり、やっぱり豊かな人と人とが触れ合える

ように、そういう町の良さというものは大事だし、そういうものを残してほしいとい

う気持ちもあります。その辺だけは言っておきたいなと思っています。

それと活性化なんですけれど、本当に私らかて向日市を活性化したいですよ。商店

街の方も、激辛でも非常に頑張っていただいて、全国から激辛を一遍食べに行きたい

わと、そんなことも聞いていますけどね、やっぱりそんなに努力されていても、ここ

はポテンシャルが高かったら、Ａ地区、Ｂ地区に商売をしようと思っても土地がすご

く高いですよね。そこの土地が向日市の商店の人がそっち側に移動したり買ったりと

かされたりしても、非常に共存共栄というものはなかなか厳しいものが、東向日が寂

れるという声がたくさん出ておりますしね。その点も本当に向日市の活性化というな

らば、全市的に元気にならなくてはならないし、とりわけ商工会の方々が元気になっ
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てもらわなあかんと思うんです。だから、商店の影響調査、これからＡ地区、Ｂ地区

ができて、イオンができて商店が入ったり、イオンができたら、どんな影響がこの向

日市の中心市街地になるのかという調査をする必要があるということも聞いたんです

が、市はしないと言われましたので、やっぱり本当に真剣に向日市の活性化と願うな

らば、市は、それほど責任を持って頑張っておられる、次の息子にも店を継がせたい

と思っておられる方もたくさんいらっしゃいますし、そういう保障をしっかりと私ら

は持っておかないと駄目なんじゃないかなというのと、これは私の意見ですけども、

もう一つ質疑なんですが、農地が２４％残るとおっしゃいましたけども、確かに農地

としてまだおいておられるところはあるんですけど、この２４％の農地はもう完全に

確実にずっと残るんでしょうか。その点についてお伺いしたいと思います。

それから、もう一つ、ビル風が、周辺環境の調査をされたと、それを実施して大丈

夫だということが出たということがありましたけども、その調査の公表、これについ

ては、都計審でもいただけるのかどうか、いつごろに調査されて、その調査結果をも

らえるのかどうかをお聞きします。

○会 長 事務局の方、いかがでしょうか。今の２点、御質疑がございましたが。

○事務局 最初に、農地が２４％残るというお話の中で、この農地につきましては、

市街化区域なので、当然、生産緑地地区に指定しております。これにつきましては、

御承知のとおり、決定してから３０年間は農地として残るということでございます。

○事務局 今のに関連しまして、平成１９年１１月の線引きの見直し、市街化調整

区域から市街化区域に８．１ヘクタールを市街化区域にしたんですけれども、そのか

わりに市役所の裏のはり湖一帯の５．２ヘクタールを市街化区域から市街化調整区域

に逆線引きしておりますので、全て緑がなくなるんじゃなくて、私たちは、守るべき

緑は守っているということについても御理解いただきたいと、こういうふうに考えま

す。

○事務局 ビル風のことなんですけども、公開請求があれば公開させていただくと
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いうことで委員会にもお話させていただきますので、請求があればさせていただきま

す。

○会 長 単純に考えますと、ビルが幾つ建つかによっても変わると思います。

○事務局 ビル風については、委員会で報告をさせていただいたのは、周辺に対す

る影響はございませんと。この事業地内でどういう建物が建つかわかりませんので、

シミュレーションとしては、最大建つ建物を想定して、その中で周辺の影響はどうか

なというのでやったところ、周辺には影響ございませんという結論でございました。

○委 員 ちょっと現地視察ということで回らせていただいたんですけども、今、

Ａ地区の方で６０メートルというふうにいろんな議論が出ているんですけども、この

中には、道は今のところ計画はないんですね。参考図面を見ていますと、道路は入っ

てないんですが、一つの区画として購入されて事業をされるというふうになった場合、

この敷地面積の半分を使われたとしても６階までしか建たないということになるわけ

ですね。ということは、６階ということは、ワンフロアーが３メートルとしまして、

３×６＝１８メートル、２０メートル以下、６０メートルを建てようとしても、かな

り先ほど言われましたように、この敷地面積の１５％に建てるしか方法はないと。と

いうことは、そんな無駄な使い方はされないだろうというふうに私は思うんですが。

○会 長 いかがでしょうか、事務局の方は。そのあたりのシミュレーションとい

うのはやられていると思うんですが、そのあたりしっかり御説明いただいた方がいい

のかなと思います。今回、この審議会に間に合わないようでしたら、次の報告でまた。

皆さん恐らくどういうものの想定ができるのかというのが、まだディテールが読めな

いので、そのあたりを少し補足いただきたいということ。それから、６０メートルか

ら例えば４０メートルにもし修正したとした場合でも問題がそれで解決するのかどう

かとか。それから、経済性の問題と景観の圧迫感の問題というのは、これは例えば４

０が２０になっても圧迫感のあるところは圧迫感があるわけですから、道路との関係

にもよるわけですね。空間スケールとの関係にもよりますし、そのあたりは、今日は
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皆さんの広い御意見をいただくということで、次回にまた今回御説明いただけなかっ

た部分は、詳細にまたお話を事務局の方からもしていただきたいと思います。

それから、大きな観点として、経済性とその圧迫性の問題というのは、どちらも本

当は両方とりたいわけですね。両方、両立すればいいんですけれども、どちらか潰し

たときにどういうデメリットがあるのかというのも考えておかないといけませんし、

自由性というような言葉も委員の方から出ましたけれども、どちらにしてもそういう

経済的損失も重要ですし、景観的な心の創出というのも両方、問題かもしれませんの

で、そういう意味ではもうしばらく議論を続けていきたいと思いますが、この高さと

ボリュームの問題、それ以外にもこの意見書の中には幾つかございますが、そのほか

の御意見というのはございますでしょうか。

○委 員 今の風害の関係で調査したということで、請求していただければという

ことですけども、次回の審議会に会長名でぜひ請求していただいて、ここへ公表して

ください。いわゆるビル風の調査をしていると言われているんですが、私らは全くわ

からないわけですから、その調査をいわゆる資料できちっと説明していただくという

ことでないと全くわからなし。ただ、公表して欲しかったら請求してくれというよう

なことじゃないですよね。やっぱりきちっと調査結果について説明していただくとい

うことは、この都計審に諮らないといかん私は問題だと思います。ですから、その辺

は請求していただきたいと思いますので。

○会 長 その辺の請求いかんにかかわらず、今までの審議も一応わからないとこ

ろ、審議の段階でわからないところは調査した分を公開していただくと。それから、

その調査だけではなくて、判断の過程もしっかりどう考えておられたのかということ

は今までも公表して判断しております。その点は御心配いただかなくてもいいのでは

ないかと私は思いますが、いかがでしょうか。よろしいですか。

○委 員 いろんな条件を審議の段階で検討するというのは我々必要なんですけど

も、我々も都市計画審議会として審議してできるというのは、都市計画に求められて
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いるこういう容積率とか建ペイ率、こういったものとの絡みがありますので、我々の

方で、一般的には、通常の都市計画の目標を実現するときに、やっばりにぎわいを持

たそうとか、そういうようなことになってくるときには、これは実際土地を買われた

方が自分で事業をされるときに、どれだけの可能性として、この土地にいろんなこと

の夢が描けるかということで買われるので、その夢が描けるようにある程度の条件が

制限される方が望ましいのか、広く自由性があるのかどうなのかというところとの関

係があるので、今言っているように、原則的にはこの建ペイ率と容積率でもう大体最

大の高さと、それから基本的には面積の占める割合が決まるわけですね。３００とい

うたら、先ほど言われたように、びたっとやればそれしかならないということになる

ので、基本的にはそういうような意味合いで、土地を利用して、よりこの地域のため

に何らかの形で努力したいという思いの方もある程度思いが発揮できるような枠組み

も私は必要ではないかなというようには思うんです。その辺も含めて考えていかない

といけないかなと。

だから、風の問題も、確かに細いビルが２本ぽんぽんと建ったら、当然その間に違

った風の流れがあるから、この区域内には相当大きな風害が起こる可能性があるから、

それはまたビルを建てるときにアセスメントかなんとかで検討されると思うけども、

そういう意味ではなくて、この区域外の話を今、市の方はされてきたんじゃないかと

いうような気がするんです。地域内の話じゃなくって。そういう意味では、地域の周

りの人、特にこの周りのところは、北と南の方には住宅がありますけどね。そういう

ところに影響がないんじゃないかというようなお話があったものですので。そこは結

果として、用途地域や容積率やその他の都市計画の規制や、あるいは誘導にどう還元

していって工夫ができるのかというのは、我々審議会の方では検討したり、あるいは

研究する必要があるのかもしれないなというふうに思います。

○会 長 貴重な御意見ありがとうございました。今後の議論の方針性を御指摘い

ただいたという気がします。
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今ちょっと御意見に、私の方から意見を言うのはあれかもしれないんですが、この

資料の先ほどの２－１【追加】部分という中の一番最後のページのところに書かれて

いる地区計画内の地権者として、私権の内容の９というところの内容について、鉄道

敷を地区計画区域から外すか、もしくは特例を認めていただきたいというお話で、ま

ず適用除外というお話があって、これは恐らく地権者である鉄道会社の方の御意見だ

というふうに思いますんですけれども、これについては、通常、都市計画なんか、こ

ういう地区計画を張りつけるときには、事前に鉄道会社なんかと使い方、より綿密な

こと、高架下をどういうふうに使うかということで、駐車場とか、場合によったら、

最近の駅のターミナル施設、利便施設というようなものが入っていったり、コンビニ

が入っていたり、高槻なんかですとレストランが入っていたり、公民館みたいなもの

が入っていたり、市の方が負担をしておれば、公園がつくられたり、いろんな市のに

ぎわいという意味で、ターミナル、地区の方のまちの方の理論と、それから、鉄道の

方の線上のこういう構造物の中で、まちとどういうふうににぎわいを保っていくのか

という、そういう問題があるかと思うんですけれども、それを考えたときに、先ほど

から重要度というお話がありましたけれども、その特例という形でこういう交通環境

施設から利便施設を設ける、鉄道事業を設ける、要するに車の出入りをさせないとい

うことになってくると、適用除外で対応できるものもありますが、基本的にこういう

ときというのは、一般的には線から外す、地区計画から外すのが一般的だと思うんで

すが、ここでその地区計画にあえて線を入れないといけない理由というのはあるのか

どうかということと、もしこの高架下の部分を入れてしまうと、逆に市の方でターミ

ナルの施設運用だとか、そういう周辺の市街地との一体化とか、それこそ高架下の土

地利用の高度化なんかに非常に欠けているというか、鉄道会社よりも市の方が責任を

負うことになってしまうような気もするんですけれども、これ本当に適用除外でいい

のかどうかというのは、一度そのあたりも御意見をお伺いしたいというふうに思うん

ですが、いかがでしょうか。
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○委 員 全体的な例、大雑把なことを言いますけど、桂川駅とこの洛西口の間に

挟まれたこの開発地域は、向日市の絶好のにぎわいのまちをつくるチャンスだと思う

んです。だから、それに応じた審議会で容積率、建ペイ率、高さ、それを今後審議し

ていっていきたいと、私はそう思います。

○会 長 今は高さの問題ですね。

先ほどの点についてはいかがでしょうか。

○事務局 高架下の利用について、一定制限を加えるというような案で修正してい

ただいたところでございますけれども、これについては、先ほど会長の方から話があ

りましたように、鉄道会社に意見書が出てきまして、それについて内部的にちょっと

協議させてもらって、こういうような形をとらせてもらったんですけども、そもそも

平成１９年の地区計画の方針の決定の段階においては区域から外しておりました。今

回、阪急と連立協議している中で、やはり高架下の利用を考えているというようなお

話がございまして、私どもとしても、やはり一体的なまち並みを構成するというよう

な形を考えた中で、今回、整備計画の中で区域を入れさせていただいたというような

形です。

その中で、当然駅の利用者が必要な施設というような形の中では、鉄道事業という

前提、それを運営する施設は、これは当然必要な施設でありますし、さらに売店等の

利便施設、これも駅利用者が必要な施設、さらに駐輪場、これがいわゆる交通環境の

施設としてこういったものも必要であるという観点から、今回、案の中で適用除外と

して提示させていただいたというような結果でございます。

○会 長 それで、その適用除外を入れるというのはわかるんですけども、もとも

と線を入れておかなければ、こういう適用除外はつくらなくてもよくて、逆に言うと、

鉄道会社というのは、その辺プロで、こちらの要請を言えば、比較的紳士的に聞いて

くれて、余り問題を起こしているところというのはないと思うんですよ。私の知って

いる限りでは。なので、むしろ線を引いておいて、そのかわり向こうが何かしたとき
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には、強く言えば必ず聞いていきますし、今回こういう意見書をみたいなところで出

てきたというのは、ある種の地権者からこういうことが出てきたというのは、わだか

まりができてしまうと、後々あまり良くないのではないかなと、若干、危惧している

ところでもありまして、そういう意味では、この鉄道の高架事業の方は通常と同じよ

うに線から外すということ、これで事務局の方の、今まで私、詳細の検討はわかりま

せんけれども、その他というか、まちの方が地権者の方々の御意見もあるかもしれま

せんけれども、その辺は少し次回にでもその辺の状況とか、今お答えになれるんであ

ればお答えしていだたいても結構ですけれども、総合して、なぜこう線が変えられな

いのか、普通だったら変えてしまうのが普通だと思うんですけどね。その高架敷まで

入れられるというのはなかなか珍しいことなので、逆に後々その鉄道会社との間の関

係、やりとりもしないといけませんよね。まちとの一体化とかにぎわいというのを積

極的に創設してくださいということは、最初の時点で言っておく必要があると思いま

すし、今後も言っていく必要があると思うんですが、そのあたりの御検討をまた、今

すぐでなくても結構なんですけども、一応御検討いただければなというふうに思いま

す。

○委 員 よくにぎわいがわからんかったんやけども、原案の方の２ページ、地区

区分を見ると、基本的には、阪急電車の現在、高架工事が行われている下も含めてＡ、

Ｂ地区が含まれているという、これは前回もそうですけれども、基本的には、ここの

利用の仕方で、もともとはその鉄道高架下が入らない段階のところで土地区画整理事

業の区域が区切られてきたと思うんです。ただ、今言われるように、もしこの高架下

をその前の用途地域のようにいわゆる市街化調整区域のままで残しておくんであれば、

基本的には省いて高架下が入らないような形で地区計画をつくるというのが当然だと

僕は思っているんです。だけど、もし高架下を何らかの形で市街化区域にするという

ことであるならば、基本的には、この一体利用という点からすると、やっぱりこの区

域の中の方向性を少なくとも、ここの土地区画整理事業の目的と整合するような形の
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使い方は考えてくださいねというやつは、やっぱり区域に入れて明記しておくのが望

ましいのではないかと私は基本的には思うんですけどね。市街化調整区域のままでい

いよということであれば、当然、入れるべきではないけれども、何らかの形で土地利

用をして一体的に開発を協力してやろうというようなことで阪急さんが思われている

んだったら、やっぱりこれ一つの区域の中に入れて、矛盾のないような方向性をやっ

ぱり明記しておくべきではないかなというのが私のイメージなんですね。

そういう意味で、基本的には用途地域的にもこの原案の方の次のページにあります

ように、南北と同じぐらいになっているというのは、特別違和感がないというように

思うんです。ただ、お話を先ほど聞いていますと、市からの説明でも、鉄道のいろん

な用途について、上の方の規制が当然かけにくいというのが正直出てくるというよう

なことがあるならば、ある意味で適用除外というような表現を入れるのもやむを得な

いのではないかなというように私、思ってたんですけどね。

○会 長 今のお話は、市街化調整区域のまま残しておくという場合と、それから

今の区域として指定していくのかどうかという、そのあたりは市の方でどういうふう

に考えているんですか。

○事務局 鉄道敷につきましては、これまでから線引きのときには入れていくとい

うことで、今回につきましては、平成１９年１１月の線引きのときの市街化編入の中

で基本的には入れていくんだというふうに考えております。

○会 長 そうであるとすると、そのまま市街化区域の中になるわけですね、ここ

につきましては。ただし、その道路の出入りとか制限が、要するにこれ以外の例えば

環境施設だとか交通環境施設、鉄道事業とか、駅の利便施設以外のものを建てるとい

うことになったときには調整をしないといけないということになりますし。

○事務局 建築物の用途制限の中で、一体的に近隣商業地域で建てられる風俗営業

等の規制ということで、パチンコ屋さんとかマージャン屋さんとか、そういったもの

の入るＡ地区もＢ地区については規制をしていくというような形の中で、当然、一体
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的な適用の中でそういったものもできるかもしれないというので、今回その中で入れ

させていただいたというような形です。

○会 長 ちょっとこだわるようですけども、市街化区域の中で、その場合であっ

たとしても、その地区計画の中に入れる必要性が、これは入れなくてもうまく動いて

いくのではないか。要するに入れないと困る理由というのは何かありますでしょうか。

どうしてもちょっと気になるのは、我々はその制約をかけないとうまくいかないとい

うのは、要するにひどいパチンコ店とか何かを認めてやる以外のことでの、通常、鉄

道会社、阪急ぐらいになれば、そんなことは、想定として理解に苦しむんですけども。

○事務局 ＪＲの新幹線の高架下に向日市の側道がありまして、その管理の場合、

駐車場にＪＲ東海が貸している箇所があります。そこは非常に見通しも悪くて、急に

車が出てきたりして非常に危ないので、今回もこのように出入りを規制していたのは、

駐車場には車が出入りしてもらいたくないと。柱が建ってなかったら別に行けんこと

もないんですけど、柱があって、全然この歩行者が来ているとか自転車が来ていると

いうのが見えないので、道路業者の弱者を守るという意味で、自動車の出入りは極力

とめたいと、そういう意味の中で地区計画に入れているということで、ほかの利用等

については、特に利用制限をしているわけではないので、鉄道施設で、例えば電気保

安施設で緊急時に車が出る、それはいいと思うんですけども、それ以外にパーキング

もできますし、そういうふうなことについて、駐車場付きの施設とかはなるだけこれ

はやめてくださいという意味の中で、こういうふうな規制を今の地区計画の中に入れ

ていると。

○会 長 ただ、その場合でも、これって別に周辺に駐車場みたいなものがないと、

駅のターミナルが逆に周辺に不法駐車だとかそういうものがあったりとか、その辺は

鉄道の方がよくわかっている可能性もあるんですね。だから、将来いろんな変更して

いく可能性もあると、その状況に応じて。先ほどのお話ですけども、６０メートルの

話もそうかもしれません。変更するときに自由度を持たせておいた方が、要するに規
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制を今かけないでおく必要があるかどうかというのを若干私は危惧していて、もう少

し自由度を持たせてフレキシブルに運営で対応できるところ、ここは要するに問題が

起こらないところだと思うんです。そういう意味で、交通の出入りについてもできる

だけ起こさないというふうにしてくれと言えばそうするでしょうし、それに対する安

全施設だとか、そういうものの誘導もしっかりつけるでしょうし、もし必要なところ

は。そのあたりはちょっと議論していてもあれかもしれませんので、会長がこんな意

見を言うのは、ちょっと気になっていて。

○事務局 ＪＲ東海なんか一方的にもう勝手にやりますのでね、非常に危険なんで

す。

○会 長 そうですね。

○事務局 そういうふうに、私ら鉄道事業者の見方というのは、どこの阪急さんと

ＪＲさんと違うとしても、私も見方としては非常に勝手なことをするところやなとい

うところはあります。

○会 長 そういう御意見もあるでしょうし、ちょっとこれ珍しい意見だったので、

ちょっと取り上げました。ほか、長くなって大変申しわけございません。

○委 員 阪急はお客様を大事にしますし、そこの住民のことをよく聞いてくださ

いますし、阪急電車もバスさんもね。やっぱりＪＲ向日町駅でも駐車場が最近小さい

のがぱらぱらとできると、結構店がはやっているんですよ。やっぱり近くの人はいい

けども、みんながそこにお金を落としてくれるためには、仕事帰りとかの人はいいけ

ど、夕方から夜の間にちょっとお店に立ち寄ろうかなと思うと、やっぱり車で行かな

あかん人も結構いるから、もしそういう施設で駐車場が確保できていれば、持続して

その地域にお客さんが来るんじゃないかなというふうなことをちょっと思いました。

○会 長 ありがとうございました。

○委 員 すみません、時間が遅くなってしまって。私もこの阪急鉄道敷について

は、ちょっと自分としてももう少し勉強していきたいので、次のときにはもう少し、
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その調査もしたいなと思っておりますので。

それとちょっと聞き漏らしたんですが、日影のところをＡ地区、それからこれを配

慮されたということなんですけれど、この日影が配慮された場合に、それで網がかか

るとしましたら、どのぐらいの網がかかっているのかがイメージがこれもわからない

ので、ちょっと教えていただきたいなということです。

○事務局 日影の規制ですけども、建築基準法で定められているのが厳しい方の４

時間２．５時間、いわゆるその５メートルの地点が４時間、１０メートルの地点が２．

５時間、測定高さが４メートル、その時間を制限する。あくまでも冬至の一番厳しい

ときの時間でございます。

○委 員 でしたら、Ｃ地区とかはどうなんでしょうか。この変えるというか、Ｃ

地区でもしこういうふうな日影のもう少し配慮というのは考えられないんでしょうか。

○事務局 日影規制については、Ａ地区、Ｃ地区も入れております。

○会 長 ほかございませんでしょうか。

○事務局 鉄道については、もう一度再度阪急さんとＪＲさんと違うかもしれませ

んので、考えてみます。

○会 長 それでは、今日も活発な御意見大変ありがとうございました。

本日の予定の議題は以上でございます。

以上をもちまして、本日の審議会を閉会させていただきます。

皆様方の御協力によりスムーズに会議を終えることができました。大変ありがとう

ございました。

○事務局 以上をもちまして、本日の審議会を閉会させていただきます。ありがと

うございました。

次回の開催でございますが、１１月上旬ごろを考えておりますので、どうぞよろし

くお願いいたします。

閉会 午後５時


